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令 和 ７ 年 第 １ 回 薩 摩 川 内 市 議 会 定 例 会 

 

 

 

 

 

議 案 

 

 

 

 

そ の ５ 

 

 

 

 

 



議 案  

番 号  
件               名  備   考  

６ ８  監 査 委 員 の 選 任 に つ い て   

６ ９  人 権 擁 護 委 員 候 補 者 の 推 薦 に つ い て   

７ ０  人 権 擁 護 委 員 候 補 者 の 推 薦 に つ い て   

７ １  令 和 ６ 年 度 薩 摩 川 内 市 一 般 会 計 補 正 予 算  予 算 書 は 別 冊  

 



議案第６８号 

監査委員の選任について 

 

下記の者を、本市の監査委員に選任したいので、議会の同意を求める。 

 

令和 ７ 年 ３ 月２５日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

記  

 

 

住   所   薩摩川内市若葉町 

 

氏   名   草
くさ 

 留
どめ 

 隆
たか 

 志
し 

 

 

生年月日  昭和３４年 

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

識見を有する者のうちから選任されている監査委員 矢野信之 氏の任期が本

年３月３１日満了することとなるので、新たに監査委員を選任したいが、これに

ついては、地方自治法第１９６条第１項の規定により議会の同意を得る必要があ

る。 

これが本案提出の理由である。 
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参 照 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（選任及び兼職禁止） 

第１９６条 監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が 

高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し 

優れた識見を有する者（・・・略・・・以下この款において「識見を有する者」 

という。）・・・略・・・のうちから、これを選任する。・・・略・・・ 

２～６ 略 

（任期） 

第１９７条 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあつ 

ては４年とし、・・・略・・・ただし、後任者が選任されるまでの間は、その 

職務を行うことを妨げない。 

 

 

参  考  

本人の略歴 

昭和５４年 ３ 月  熊本商科大学商学部中退 

昭和５４年 ４ 月  川内市臨時職員 

昭和５４年 ６ 月  川内市教育委員会主事補 

平成１５年 ４ 月  川内市教育委員会学校教育課学事係長 

平成１６年 ４ 月  川内市企画経済部市町村合併対策課市町村合併対策係主 

査 

平成１６年１０月  薩摩川内市企画政策部コミュニティ課広聴広報係長 

平成１７年１０月  薩摩川内市企画政策部広報室広聴広報係長 

平成１８年 ４ 月  薩摩川内市企画政策部広報室広聴広報グループ長 

平成１９年 ４ 月  薩摩川内市水道局水道管理課企画総務グループ長 

平成２２年 ４ 月  薩摩川内市水道局水道管理課長代理 

平成２４年 ４ 月  薩摩川内市監査事務局長代理 

平成２５年 ４ 月  薩摩川内市監査事務局長代理兼監査グループ長 

平成２８年 ４ 月  薩摩川内市水道局水道管理課長 

令和 ２ 年 ４ 月  薩摩川内市土地開発公社事務局次長兼企画総務係長（再任

用） 

令和 ６ 年 ４ 月  薩摩川内市教育委員会会計年度任用職員（現在に至る。） 
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議案第６９号 

人権擁護委員候補者の推薦について 

 

下記の者を、人権擁護委員の候補者に推薦したいので、議会の意見を求める。 

 

令和 ７ 年 ３ 月２５日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

記  

 

 

住   所   薩摩川内市入来町浦之名 

 

氏   名   春
はる 

 田
た 

 修
しゅう 

 一
いち 

 

 

生年月日  昭和３１年 

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

本市の区域に置かれている人権擁護委員 前田彬智 氏の任期が本年６月３０

日満了することとなるので、新たに委員候補者を法務大臣に推薦したいが、これ

については、人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の意見を聞く必要が

ある。 

これが本案提出の理由である。 
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参 照 

人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号） 

（委員の推薦及び委嘱） 

第６条 人権擁護委員は、法務大臣が委嘱する。 

２ 略 

３ 市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住

民で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社

会事業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労

働者、青年等の団体であつて直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支

持する団体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委

員の候補者を推薦しなければならない。 

４～８ 略 

（委員の任期） 

第９条 人権擁護委員の任期は、３年とする。・・・略・・・ 
 

 

参  考  

本人の略歴 
 
昭和５４年 ３ 月  福岡大学経済学部卒業 
 
 
昭和５４年 ４ 月  入来町主事補 
 
 
平成 ５ 年 ４ 月  入来町開発課企業誘致係長 
 
 
平成 ７ 年 ４ 月  入来町開発課企画調整係長 
 
 
平成 ８ 年 ４ 月  入来町開発課長補佐兼企画調整係長 
 
 
平成１１年 ４ 月  入来町企画開発課長 
 
 
平成１４年 ４ 月  入来町町民課長 
 
 
平成１６年１０月  薩摩川内市市民福祉部国保介護課参事 
 
 
平成１７年１０月  薩摩川内市市民福祉部国保介護課長 
 
 
平成２１年 ４ 月  薩摩川内市企画政策部企画政策課長 
 
 
平成２５年 ４ 月  

｝薩摩川内市市民福祉部長 
平成２９年 ３ 月   
 
 
平成２９年 ４ 月 

 ｝医療法人松翠会森園病院事務長 
令和 ４ 年１１月 
 
 
令和 ３ 年 ４ 月  社会福祉法人藤照会児童養護施設川内精舎評議員 
 
 

（現在に至る。） 
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議案第７０号 

人権擁護委員候補者の推薦について 

 

下記の者を、人権擁護委員の候補者に推薦したいので、議会の意見を求める。 

 

令和 ７ 年 ３ 月２５日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

記  

 

 

住   所   薩摩川内市祁答院町藺牟田 

 

氏   名   樺
かば 

 山
やま 

 昭
あき 

 文
ふみ 

 

 

生年月日  昭和３２年 

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

本市の区域に置かれている人権擁護委員 屋久加代子 氏の任期が本年６月 

３０日満了することとなるので、新たに委員候補者を法務大臣に推薦したいが、

これについては、人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の意見を聞く必

要がある。 

これが本案提出の理由である。 
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参 照 

人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号） 

（委員の推薦及び委嘱） 

第６条 人権擁護委員は、法務大臣が委嘱する。 

２ 略 

３ 市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住

民で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社

会事業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労

働者、青年等の団体であつて直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支

持する団体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委

員の候補者を推薦しなければならない。 

４～８ 略 

（委員の任期） 

第９条 人権擁護委員の任期は、３年とする。・・・略・・・ 
 

 

参  考  

本人の略歴 
 
昭和５１年 ３ 月  鹿児島県立宮之城高等学校卒業 
 
 
昭和５１年 ４ 月 

｝大阪小包集中局勤務 
昭和５８年１２月  
 
 
昭和５８年１２月 

｝鹿児島中央郵便局勤務 
平成１５年 ３ 月  
 
 
平成 ５ 年 ９ 月 

｝全逓信労働組合鹿児島中央支部書記長 
平成 ６ 年 ９ 月  
 
 
平成１０年 ４ 月  公益財団法人鹿児島県交通安全協会祁答院支部副支部長 
 
 

（現在に至る。） 
 
平成１５年 ４ 月 

｝薩摩川内市立藺牟田小学校ＰＴＡ会長 
平成１６年 ３ 月 
 
 
平成１５年 ４ 月 

｝川内郵便局勤務 
令和 ５ 年 ３ 月 
 
 
平成２０年 ４ 月 

｝薩摩川内市立祁答院中学校ＰＴＡ会長 
平成２１年 ３ 月 
 
 
令和 ６ 年 ８ 月  医療法人明芳会クリニックのぞみ勤務（現在に至る。） 
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